
袖ケ浦市監査委員告示第６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定により、

住民監査請求に係る監査の結果を別紙のとおり公表する。  

令和４年９月２７日 

袖ケ浦市監査委員   阿 津  光  夫 

 

 

袖ケ浦市監査委員   笹 生  典  之 








